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主 文

１ 原判決中被控訴人Ｙに関する部分を次のとおり変更する。

( ) 被控訴人Ｙは，控訴人Ｘ１に対し，被控訴人東日本高速道路株式会社と連1

帯して１３７３万２２５０円及びこれに対する平成１４年１１月１６日から

支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

(2) 被控訴人Ｙは，控訴人Ｘ２に対し，被控訴人東日本高速道路株式会社と連

帯して１２５２万９０９０円及びこれに対する平成１４年１１月１６日から

支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

( ) 控訴人らの被控訴人Ｙに対するその余の請求を棄却する。3

２ 原判決中被控訴人東日本高速道路株式会社に関する部分を取り消す。

３ 被控訴人東日本高速道路株式会社は，控訴人Ｘ１に対し，２６７３万３９０

８円及びこれに対する平成１４年１１月１６日から支払済みまで年５分の割合

による金員（ただし，１３７３万２２５０円及びこれに対する平成１４年１１

月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で被控訴人Ｙと連帯

して）を支払え。

４ 被控訴人東日本高速道路株式会社は，控訴人Ｘ２に対し，２４９５万５８４

４円及びこれに対する平成１４年１１月１６日から支払済みまで年５分の割合

による金員（ただし，１２５２万９０９０円及びこれに対する平成１４年１１

月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で被控訴人Ｙと連帯

して）を支払え。

５ 控訴人らの被控訴人東日本高速道路株式会社に対するその余の請求を棄却す

る。

６ 訴訟費用は，第１，２審を通じて，控訴人らに生じた費用の２分の１と被控

訴人Ｙに生じた費用は，これを１０分し，その７を控訴人らの，その余を被控

訴人Ｙの負担とし，控訴人らに生じたその余の費用と被控訴人東日本高速道路

株式会社に生じた費用は，これを１０分し，その４を控訴人らの，その余を被
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控訴人東日本高速道路株式会社の負担とする。

７ この判決の第１項( )及び( )並びに第３，第４項は，仮に執行することがで1 2

きる。

事 実 及 び 理 由

第１ 控訴の趣旨

１ 原判決を次のとおり変更する。

２ 被控訴人らは，控訴人Ｘ１に対し，各自４７７１万１２３７円及びこれに対

する平成１４年１１月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払

え。

３ 被控訴人らは，控訴人Ｘ２に対し，各自４１４４万６３４６円及びこれに対

する平成１４年１１月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払

え。

４ 訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人らの負担とする。

第２ 事案の概要

１ 本件は，被控訴人Ｙが，自動車を運転して，高速道路を進行中，折から進路

前方で単独事故のため停止中の被害者運転の車両側部に自車前部を衝突させ，

被害者を死亡させたことについて，被害者の相続人である控訴人らが，被控訴

人Ｙに対しては，前方不注視等の過失があったとして，不法行為又は自動車損

害賠償保障法（以下「自賠法」という ）３条に基づき，原審訴訟係属中に元。

被告日本道路公団の権利義務を承継し，その訴訟上の地位を引き受けた被控訴

人東日本高速道路株式会社（以下「被控訴人東日本高速道路」という。なお，

元被告日本道路公団は，被控訴人東日本高速道路による訴訟引受けの後に脱退

している ）に対しては，上記単独事故が道路の設置，保存の瑕疵によるもの。

であり，上記死亡事故と客観的に関連共同しているとして，国家賠償法２条１

項，民法７１９条に基づき，連帯して，被害者及び控訴人らに発生した損害賠

償金の支払を求めている事案である。
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原審は，被控訴人Ｙに対する請求の一部を認容したが一部を棄却し，被控訴

人東日本高速道路に対する請求は全部棄却したので，控訴人らが控訴の趣旨記

載の裁判を求めて本件控訴に及んだ。

２ 前提事実，争点及び争点に関する当事者の主張は，次のとおり加入，訂正す

るほか，原判決書「事実及び理由」欄の「第２ 事案の概要」の「１ 前提事

実 「２ 争点及び当事者の主張」及び「３ 原告らの請求の整理」に記載」，

のとおりであるから，これを引用する。

( ) 原判決書２頁２４行目の「１ 前提事実」の次に，行を改めて「以下の事1

。」実は当事者間に争いがないか又は弁論の全趣旨により明らかに認められる

を加える。

( ) 原判決書４頁３行目の「訴訟引受人」を「被控訴人東日本高速道路」と改2

め，以下同様に改める。

( ) 原判決書１２頁６行目の「過失がある 」の次に「以上を踏まえ，被控訴3 。

人Ｙの過失割合は２０％が相当と考える 」を加える。。

第３ 当裁判所の判断

１ 本件事故の発生経緯

本件事故発生の経緯は，次のとおり訂正，加入するほか，原判決書「事実及

び理由」欄の「第３ 当裁判所の判断」の「１ 本件事故発生の事実経過（事

実認定に用いた証拠等は該当部分に付記する 」に記載のとおりであるから，。）

これを引用する。

( ) 原判決書１４頁７行目から８行目にかけての「 乙２１の４中の交通事故1 （

現場見取図３参照 」を「 甲２１の 」と改める。） （ ）8

( ) 原判決書１４頁１９行目の「走行していた 」の次に「Ｂ車両の速度は，2 。

時速１０５ないし１１０キロメートル，被控訴人Ｙ車両の速度は時速約１１

０キロメートルであった 」。

( ) 原判決書１５頁４行目の「同車横で手を振っている人に気づいたが」の次3
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に「 被控訴人Ｙは，平成１８年７月２１日に行われた原審第９回口頭弁論（

期日における本人尋問において， 車両の横に人が立っていたのは見たが手C

を振っていたかどうかまでは覚えていない旨供述するが，同人は，平成１４

年１２月１６日，本件事故につき自己の刑事責任が問われた際の検察官に対

する供述において， 車両の右前か右真横辺りに人が立っており，その人はC

両手を頭の上にかざして，それを左右に振り下ろすような形で手を振ってい

た旨明確に供述しており（甲２１の ，手を振っているのを見た記憶がな14）

いという上記本人尋問における供述は信用できない 」を加える。。）

( ) 原判決書１５頁１２行目から１３行目にかけての「Ａ車両」の次に「の約4

２３メートル手前に至って初めて同車両」を加える。

２ 第１事故の発生原因

以上認定したところによれば，本件事故は，ＡがＡ車両を運転中，中央分離

帯付近から飛び出してきたキツネとの衝突を避けようとして急ハンドル操作を

， 。行い 自車を制御できなくなって横滑り状態となり発生したことが認められる

被控訴人東日本高速道路は， が最初に見た「白い物」がキツネであることのC

立証はなされていない旨主張する。しかし， が路肩に停車後 「白い物」がC ，

飛び出してきた地点に近接する前方路肩にキツネが１匹いるのを発見したこ

と， が「白い物」を見た直後に，Ａ車両が急に左右にふらつき出したことかC

らすれば，第１事故が上記経緯で発生したことを優に認めることができ，被控

訴人東日本高速道路の主張には理由がない。

なお，被控訴人Ｙは，制限時速１００キロメートルのところ，Ａが時速１２

０キロメートルで走行しており，かかる高速度での走行が第１事故の原因であ

る旨主張する。 は， 車両がＡ車両とほぼ等間隔で走行し，自車のスピードC C

メーターを見たところ時速１２０キロメートル位であった旨供述する（甲２１

の 。しかし，①上記供述は，助手席に乗っていた が，助手席から一度ス2 C）

ピードメーターを見た際の認識を述べるに過ぎないものであること，②本件道
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路が上り勾配であること（甲２１の ）からすれば，上記供述だけで，第１4,9

事故発生直前のＡ車両の速度が時速約１２０キロメートルであったと認めるに

は足りない。被控訴人Ｙは，Ａ車両の速度が時速１１７キロメートルから１２

０キロメートルであったとする意見書（乙イ１７）を提出するが，他方，控訴

人らは，Ａ車両が横滑りを始める直前の速度は時速９８．３キロメートルから

１０６．６キロメートルであったとの鑑定書（甲５８）を提出する。上記両書

面における速度の違いは，横滑り痕を連続した弧であることを前提とするのか

乙イ１７ 摩擦抵抗を異にする不連続の弧であることを前提とするのか 甲（ ）， （

５８）の違いによっており，上記両書面のみでは，いずれを前提にすべきであ

るかは確定できないというほかない。よって，被控訴人Ｙが提出した意見書に

よっても，Ａの本件事故直前の速度が時速１２０キロメートルであったと認め

るには足りない。

なお，Ａ車両の本件事故当時の速度が法定速度である時速１００キロメート

ル（道路交通法２２条，同法施行令２７条）前後であったとしても，高速道路

上でその速度のまま急ハンドルを切ること自体極めて危険な運転態様である。

が後にキツネであることを知った「白い物」を見た時点で，その「白い物」C

とＡ車両の距離は約１００メートルあったと認められる（甲２１の ）から，4

運転者Ａとしては，その時点でキツネの存在を認識し適切な減速措置とハンド

ル操作を行えば，第１事故を回避することが不可能であったとはいえず，Ａに

運転上の過失があったことは否定できない。しかし，他方，高速道路において

法定速度程度で運転することは，通常あり得る運転方法であるところ，かかる

高速運転中にいきなり前方に飛び出し横切るキツネを発見した場合，これに狼

狽して急ハンドルによりこれを避けようとしたＡの対応にはやむを得ない側面

も認められ，被控訴人東日本高速道路が主張するように，第１事故の原因をも

っぱらＡの基本的な安全運転義務違反に帰するのも相当でない。第１事故は，

高速道路上へのキツネの飛び出しという予期せぬ事態とこれへのＡの不適切な
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対応が相俟って発生したと認めるのが相当である。

３ 被控訴人Ｙの責任

前記認定したところによれば，被控訴人Ｙは，本件事故地点から１０６．５

メートル手前の地点では進路前方に障害物があること，９４メートル手前の地

点では自らの走行車線である追越車線上に横向きに停車しているＡ車両が存在

することを確認でき，実際，Ｂ車両の運転者であるＢは，Ａ車両から約１００

， 。メートル手前の 車両の横を通り過ぎる前に Ａ車両の存在に気付いているC

， ， ，にもかかわらず 被控訴人Ｙは 車両さらにはＢ車両の動静に気を取られてC

Ａ車両の存在に気付かず漫然と時速約１１０キロメートルで追越車線での走行

を続け，Ａ車両を前方約２３メートルの地点に至って初めて認め，制動措置を

講ずる間もなく，同車両に衝突したと認めるのが相当である。よって，被控訴

人Ｙは，自動車運転者としての前方注視及び進路の安全確認不十分なまま上記

速度で進行した過失により，被控訴人Ｙ車両をＡ車両に衝突させて第２事故を

発生させたのであるから，民法７０９条に基づき，これにより発生した損害を

賠償する責任を負う。

被控訴人Ｙは，被控訴人Ｙ車両の速度は時速１１０キロメートルであったか

ら，手前９４メートルの地点でＡ車両を認識したとしても，制動によってＡ車

両との衝突を避けられなかった旨主張するが，Ａ車両は追越車線は全て塞いで

いたものの，走行車線はその一部を塞いでいたに過ぎず（甲２１の ，後行4）

車両としては，路肩に一部はみ出すことも厭わなければ，ハンドル操作によっ

てＡ車両を避けて走行することが可能であったというべきであるから，制動距

離が不足していたことのみをもって，被控訴人Ｙに過失がなかったということ

はできない。被控訴人Ｙは，走行車線を走行していたＢですら，Ａ車両をハン

ドル操作により回避したため，本件道路のガードロープに激突したのだから，

追越車線を走行していた被控訴人Ｙがハンドル操作により，第２事故を回避で

きた可能性はなかった旨主張するが，Ｂ自身時速約１１０キロメートルで走っ
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ていたＢ車両を減速させることなくハンドル操作のみでＡ車両を避けようとし

（ ）， ， ，た旨供述しており 甲２１の 適切に減速した上であれば Ｂはもとより6

追越車線を走行していた被控訴人Ｙも，ハンドル操作によってＡ車両を避ける

ことは不可能ではなかったと認められるから，上記被控訴人Ｙの主張には理由

がない。

４ 本件道路の設置又は管理の瑕疵について

控訴人らは，旧公団がキツネを含む中小動物の本件道路への侵入防止対策を

講ぜず，本件道路にキツネが侵入できる状況にあったことは，本件道路の高速

道路としての通常有すべき安全性を欠くものというべきであるから，道路の設

， ，置又は管理に瑕疵があり キツネの飛び出しが原因となって第１事故が発生し

第２事故につながったことからすれば，本件事故に基づく損害につき，旧公団

の承継人である被控訴人東日本高速道路は，国家賠償法２条１項及び民法７１

９条に基づき，被控訴人Ｙと連帯して賠償すべき責任を負う旨主張する。よっ

て，キツネの本件道路への飛び出しが，本件道路の設置又は管理の瑕疵に基づ

くものであるか否かを以下検討する。

( ) 本件道路を含む日本全国又は北海道の高速道路へのキツネの侵入状況，こ1

れへの旧公団の対策，本件事故地点付近の立入防護柵の状況等について，以

下の事実は，当事者間に争いがないか，又は以下に掲げる証拠若しくは弁論

の全趣旨により認めることができる。

ア 本件道路の状況

本件道路は高速自動車国道であり，高速自動車国道は，法定の最高速度

が時速１００キロメートル，最低速度は時速５０キロメートルと定められ

ている。ただし，危険を避けるためにやむを得ない場合には，時速５０キ

（ ，ロメートルを下回る速度で走行することも可能である 道路交通法２２条

同法施行令２７条，２７条の３，同法７５条の 。高速自動車国道は，4）

道路構造令に定められているところの基準のうち最高水準の規格にしたが
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って建築される最高規格の道路であり，人の進入が禁止され（高速自動車

国道法１７条１項 ，他の道路との交差方式は立体交差が義務づけられて）

おり（同法１０条 ，交差点も信号機もない。本件事故地点付近は，北海）

道苫小牧市の郊外であり，周囲は，樽前山麓から続く原野であり，苫小牧

市宮の森町等の住宅街とも数百メートルの距離にある （争いがない。弁。

論の全趣旨 ）。

イ 動物侵入対策

本件事故地点付近には 「動物注意」の道路標識が設置されているほか，

（争いがない ，１日７回の定期的な道路巡回作業あるいは緊急出動に。）

より，本線上に中小動物を発見した場合には，生きた動物は確保を含め，

本線外へ除外するように努め，死んだ動物は袋に入れて排除作業を行って

いた。そして，上記作業の際には 「動物注意」等の点灯を行い，通行車，

（ ， ）。両の運転者への注意喚起を行っていた 乙ロ１３ないし１５ １６の 1,2

ウ 本件事故前の柵の状況

本件事故当時，本件道路に設置されていた立入防止柵は，有刺鉄線タイ

プと金網タイプであるが，金網タイプはごく一部に設置されていたに過ぎ

ず，その大部分は有刺鉄線タイプであった。有刺鉄線タイプは，鉄線の間

隔が２０センチメートルであり，金網タイプも金網と地盤との間に約１０

センチメートルすき間があった（甲２２の1,2,3,7，乙ロ４の2，弁論の全

趣旨 。。）

キツネの侵入防止柵として，有刺鉄線は，間から容易に侵入できてほと

んど効果がなく，金網型フェンスが効果的である。金網型フェンスを設置

する場合，高さはさほど必要がないが，地面を掘り返して潜り込むことが

あるため，下部の隙間を５センチメートル以下とするか，接地面をコンク

リート化するのが望ましい（甲５０，５２，５３，乙ロ１１ 。）

エ 高速道路における動物の事故発生件数
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旧公団が管理する高速道路における１９９３年の動物種類別の事故発生

件数は，総事故件数２万２９３５件のうち，タヌキが一番多くて３７％を

占め，次いで，ネコ，イヌ，ウサギ，トビ，ハト，イタチ，キツネの順で

事故発生件数が多い（甲５１ 。）

高速道路別距離（㎞）当たりの事故発生件数は，道路の通過地域が里山

的環境を通過する路線に多く，市街環境を通過する路線に少ない傾向がみ

。 ， ， ，られる 北海道の高速道路では 他の地域の高速道路と比べると キツネ

シカの事故発生件数が突出して多いが，他の動物によるものは少ない。ま

た，沿線環境をみると，自然地域を含む区間で必ずしも事故発生が多いと

いうことはなく，農業地域と生活産業地域との間に顕著な差はみられない

（甲５１ 。）

本件事故区間である苫小牧東インターチェンジと苫小牧西インターチェ

ンジ間のキツネのロードキル（ロードキルとは，道路に侵入した動物が走

） ， ，行する自動車にはねられて死亡すること の件数は 平成１１年が２５件

平成１２年が３４件，平成１３年が６９件である（争いがない 。。）

オ キツネが原因とみられる人身事故例

， ，一般道路において キツネを避けようとして急ハンドルを切ったために

対向車と衝突したり，路外に転落して人身事故となった事故例が時折みら

れ（甲５５の1,2，4ないし12 ，また，本件高速道路においても，１９９）

４年（平成６年）に，北広島の道央自動車道において，キツネを避けよう

として中央分離帯に衝突して死亡したとみられる事故例が１件あるほか

（甲５５の3 ，本件事故区間である苫小牧東インターチェンジと苫小牧）

西インターチェンジの間においても，鹿やキツネを含む中小動物が本線上

出現したことにより通行自動車と接触するなどして，車の安全な通行に支

障がもたらされた例が多く報告されている（甲２２の15 。）

カ 旧公団の小動物対策
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旧公団では，１９８３年（昭和５８年）から「高速道路と動物」に関す

る特別委員会を設置して調査研究を重ね，１９８９年発行の「高速道路と

野生動物」と題する本件公団資料（乙ロ１１）には，小動物を含めた野生

動物の道路侵入防止対策が示されているが，そこに示された侵入防止対策

は，控訴人らが主張する侵入防止策（原判決書５頁）とほぼ同様である。

本件事故後，旧公団は，苫小牧市字錦岡（ＫＰ６４．８）と苫小牧市字

植苗（ＫＰ４７．２）間の上下線１５キロメートルについて，有刺鉄線タ

イプの立入防止柵に金網を設置し，金網タイプの立入防止柵に１メートル

のかさ上げを行う改修工事を行った。その費用は９０００万円である（甲

２２の4ないし6，9ないし14 。）

( ) ところで，国家賠償法２条１項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは，営造2

物が通常有すべき安全性を欠いている状態をいい，営造物が通常有すべき安

全性を欠くか否かの判断は，当該営造物の構造，用法，場所的環境及び利用

状況等諸般の事情を総合考慮して具体的，個別的に判断すべきものである。

（最高裁判所昭和４５年８月２０日判決・民集２４巻９号１２６８頁，同昭

和５３年７月４日判決・民集３２巻５号８０９頁 。）

なお，被控訴人東日本高速道路は，道路の瑕疵を判断するに当たっては，

運転者が安全運転義務を果たしたとしても事故が発生したのかという観点か

ら検討すべきである旨主張する。道路に瑕疵があっても，運転者としては，

かかる道路状態を前提として安全運転義務を果たすべきであるが，その義務

違反運転によって事故が発生したからといって道路管理者の責任が阻却され

ることにはならない。運転者の安全運転義務違反は，後述するように，損害

額の過失相殺事由として考慮されるべきである。よって，被控訴人東日本高

速道路の上記主張には理由がない。

かかる観点から，本件道路の設置又は管理について瑕疵があったかどうか

検討する。前記認定したとおり，本件事故の発生した区間である苫小牧東イ
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ンターチェンジと苫小牧西インターチェンジ間では，平成１１年から平成１

３年にかけて，キツネが本件高速道路の本線に侵入して走行自動車にはねら

れて死亡するロードキルが多数回発生し，特に平成１３年は，本件事故が発

生した同年１０月８日の時点で，４６件のロードキルが報告されている（被

控訴人東日本高速道路平成１７年８月１２日付準備書面別紙１「平成１３年

苫小牧東～苫小牧西 キツネ・ロードキル一覧 。また，同じ区間で，」）

本件事故の前後にわたって，キツネなどの中小動物が高速道路上に現れ，交

通に支障を生じさせた事例も多数報告されている。前記認定のとおり，高速

道路は，法定の最高速度が時速１００キロメートルの最高規格の自動車専用

道路であり，その利用者は，一般道に比較して高速で安全に運転できること

を期待し，信頼して走行していると認められることからすれば，自動車の高

速運転を危険に晒すこととなるキツネが上記のような頻度で本線上に現れる

ことは，それ自体で，本件道路が営造物として通常有すべき安全性を欠いて

， ，いることを意味するというべきであり 前記認定した態様による本件事故は

まさに，その危険が現実化した事故であったと認められる。前記認定のとお

り，被控訴人東日本高速道路は 「動物注意」の標識を設置しているが，こ，

れにより，運転者が，速度規制もされていないのに，出没しないかもしれな

い動物の出現を予想して低速度で走行するのを期待することは現実的ではな

い。また，頻繁に道路を巡回しているというが，巡回によって高速道路に侵

入した動物が本線上に出現するのを防止することは不可能であり，せいぜい

ロードキルに遭った動物の死骸を片づけてその死骸による事故を防ぐ以上の

効果は期待できない 「動物注意」の情報板による情報提供も事故防止の効。

果的な手段となり得ないことは明らかである。

なお，公の営造物が，客観的に見て，ある時点で安全性を欠く状態に至っ

たとしても，それが管理者にとって予見可能性がなく結果回避可能性もない

と認められる場合には，設置・管理に瑕疵はなかったというべきところ（最
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高裁判所昭和５０年７月２５日判決・民集２９巻６号１１３６頁参照 ，上）

述したキツネ・ロードキル等の事例は，いずれも旧公団が最初に報告を受け

た事例であると認められ，本件道路にキツネがしばしば出没することは，旧

公団としては十分に予見可能であったということができる。

次に結果回避可能性であるが，キツネが地上に生息し地面を移動する動物

であることからすれば，高速道路への侵入防止柵を設けることによってかな

りの程度キツネの侵入を防止することは不可能ではない。実際に，前記認定

のとおり，旧公団では野生動物の侵入防止策を記載した本件公団資料を，１

９８９年の時点で作成しており，その中には，キツネ等中小動物の侵入防止

策として，金網型の柵にした上で柵と地面の隙間がないようにし，地盤との

間を掘って侵入されないようにコンクリート等を付設するとの対策が記載さ

れている。にもかかわらず，本件事故地点付近に付設された侵入防止柵は，

前記認定のとおり，中小動物の侵入に全く役に立たない有刺鉄線タイプが大

部分であり，一部金網タイプのものも，地面との間に約１０センチメートル

の隙間があり，中小動物の侵入を防ぐに足るものではなかった。

被控訴人東日本高速道路は，北海道内の高速道路は長大であり，キツネ等

中小動物の侵入を防止するには，全線について施工しなければ十分な効果は

得られないところ，そのためには多大な費用を要する旨主張する。しかし，

本件で問題となっているのは，本件事故が発生した本件道路においてキツネ

の侵入が頻発することであるから，結果回避可能性としては，本件道路にお

いてキツネの侵入を防ぐための措置が問題となるのであって，そのためであ

れば，一定区間の侵入防止柵設置で足りる。本件事故後９０００万円をかけ

て本件道路付近の侵入防止柵を改修したことから考えても，結果回避可能性

がなかったとはいえない。なお，自然公物たる河川等と異なり，人工公物た

る道路については，当初から通常予測される危険に対応した安全性を備えた

ものとして設置され管理されるべきものであって，原則として，予算上の制
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約は，管理の瑕疵に基づく損害賠償責任を免れさせるべき事情とはなり得な

い（前記最高裁判所昭和４５年８月２０日判決，最高裁判所昭和５９年１月

２６日判決・民集３８巻２号５３頁参照 。）

以上によれば，予見可能性，結果回避可能性がなかったから管理に瑕疵が

ないとの被控訴人東日本高速道路の主張には理由がない。

よって，旧公団は，本件道路の設置・管理者として，国家賠償法２条１項

に基づき，本件第１事故の発生について損害賠償責任を負う。

５ 責任論のまとめ

以上のとおり，旧公団は，国家賠償法２条１項に基づき，第１事故につい

て損害賠償責任を負い，被控訴人Ｙは，民法７０９条に基づき，第２事故に

ついて不法行為責任を負い，第１事故によるＡ車両の停車が第２事故の原因

となったことは明らかであり，両事故は客観的に関連共同しているから，旧

公団の権利義務を承継した被控訴人東日本高速道路と被控訴人Ｙは，共同不

法行為者（民法７１９条）として，連帯して損害賠償責任を負担する。

６ Ａの損害について

本件事故によりＡが被った損害は 次のとおり訂正するほか 原判決書 事， ， 「

実及び理由」欄の「第３ 当裁判所の判断」の「４ Ａの損害について」に

記載のとおりであるから，これを引用する。

( ) 原判決書２３頁１１行目の「甲１９の 」の次に「甲４７，４８」を加1 1

える。

( ) 原判決書２４頁９行目の「ライプニッツ方式（３３年の係数は１６．０2

）」 「 （ ．０３ を ホフマン方式 期間３３年に相応する新ホフマン係数は１９

１８３４ 」と，１０行目の「４１３３万６６７７円」を「４９５５万１）

８３４円」と，１３行目から１４行目にかけての「５，１６６，１１６円

×（１－０．５）×１６．００３＝４１，３３６，６７７円」を「５，１

６６，１１６円×（１－０．５）×１９．１８３４＝４９，５５１，８３
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４円」と改める。

( ) 原判決書２５頁５行目冒頭から９行目末尾までを次のとおり改める。3

「控訴人らは，Ａの逸失利益の算定に当たって中間利息を控除する方式と

して，民事法定利率年５分での単利方式であるホフマン方式（将来取得す

る債権額を毎年均等に取得するという前提に立つ複式ホフマン方式をいう

ものと解される ）を採用すべきであると主張したが，原審はこれを採用。

せず，民事法定利率年５分での複利方式であるライプニッツ方式により中

間利息を控除した。

しかしながら，現行法は，将来の請求権を現在価額に換算するに際し，

法的安定及び統一的処理が必要とされる場合には，法定利率により中間利

息を控除する考え方を採用している。例えば，民事執行法８８条２項，破

産法９９条１項２号（旧破産法（平成１６年法律第７５号による廃止前の

もの）４６条５号も同様 ，民事再生法８７条１項１号，２号，会社更生）

法１３６条１項１号，２号等は，いずれも将来の請求権を法定利率による

中間利息の控除によって現在価額に換算することを規定している。損害賠

償額の算定に当たり被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するについ

ても，法的安定及び統一的処理が必要とされるのであるから，民法は，民

事法定利率により中間利息を控除することを予定しているものと考えられ

る。このように考えることによって，事案ごとに，また，裁判官ごとに中

間利息の控除割合についての判断が区々に分かれることを防ぎ，被害者相

互間の公平の確保，損害額の予測可能性による紛争の予防も図ることがで

（ ）。きる 最高裁判所平成１７年６月１４日判決・ 民集５９巻５号９８３頁

そして，民事執行法等における中間利息の控除に当たっては，複利方式で

あるライプニッツ方式ではなく，民法が前提とする単利計算（民法４０５

条）を用いたホフマン方式により行われているのであるから，法的安定及

び統一的処理の見地からすれば，損害賠償額の算定に当たり，被害者の将



- 15 -

来の逸失利益を現在価額に換算するための方式は，ホフマン方式によらな

ければならないというべきである。

なお，実質的に考えても，本件のように逸失利益算定の基礎収入を被害

者の死亡時に固定した上で将来分の逸失利益の現在価値を算定する場合に

は，本来，名目金利と賃金上昇率又は物価上昇率との差に当たる実質金利

に従って計算するのが相当であるところ，本件事故時における実質金利が

法定利率である年５パーセントを大幅に下回っていたことは公知の事実で

ある。であるにもかかわらず，法的安定性の見地から民事法定利率を用い

るべきであると解する以上，被害者が被った不利益を補填して不法行為が

なかった状態に回復させることを目的とする損害賠償制度の趣旨からし

て，被害者が受け取るべき金額との乖離がより少ないと考えられるホフマ

ン方式を用いるのが相当である。

( ) 原判決書２５頁１８行目から１９行目にかけての「６１３３万６６７７4

円」を「６９５５万１８３４円」と改める。

７ 過失相殺について

( ) 被控訴人Ｙは，Ａには，原判決書添付の別紙記載の過失相殺事由が存在1

するので，Ａの過失割合８０％，被控訴人Ｙの過失割合２０％とする過失

相殺をすべきである旨主張する。

前記認定のとおり，第１事故の発生につき，Ａには高速運転中の急ハン

ドル操作という運転上の過失が認められ，これによって第２事故の原因た

る高速道路上での車線上での停車という事態を発生させていることからす

れば，Ａの過失は相当大きいというべきである。他方，前述のとおり，Ａ

の上記急ハンドル操作は，高速道路上でのキツネの前方への飛出しという

通常想定しがたい突発的な事態を避けるために行われ，やむを得ない側面

も認められることからすれば，上記過失を過大視するのは相当でない。

以上によれば，Ａと被控訴人Ｙの過失割合は，Ａが３割，被控訴人Ｙが
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７割と認めるのが相当である。

( ) なお，被控訴人Ｙは，原判決書添付の別紙過失相殺事由一覧表記載のと2

おりの過失がＡには認められる旨主張するが，上記( )以外の事情につい1

ては，いずれも考慮しない。その理由は，下記のとおり訂正するほか，原

判決書２７頁８行目冒頭から２９頁１８行目末尾までに記載のとおりであ

るあるから，これを引用する。

記

「 。」 「 ， ，原判決書２７頁９行目の 主張する を 主張するが 前述のとおり

Ａ車両の本件事故直前の速度が時速１２０キロメートルであったと認める

ことはできないから，この点に関する被控訴人Ｙの主張は，そもそも前提

を欠き理由がない 」と改め，１０行目冒頭から２８頁７行目末尾までを。

すべて削除する。

( ) Ａに生じた損害は，前記のとおり６９５５万１８３４円であるから，上3

， ，記過失割合により過失相殺すると 被控訴人ＹのＡに対する損害賠償額は

４８６８万６２８３円となる。

( ) 被控訴人東日本高速道路は，前記のとおり，Ａに運転上の過失があった4

旨主張するが，それは，第１事故が本件道路の設置又は管理の瑕疵に基づ

くものではないことの主張の理由として主張しているに過ぎず，自らの賠

償責任が存在することを前提としてその過失相殺事由として主張している

わけではない（被控訴人東日本高速道路の平成１８年２月２０日付け準備

）。 ， ， ，書面５頁 そして 被控訴人東日本高速道路は 原審及び当審を通じて

， ，自ら賠償責任を負うことを前提とした過失相殺の主張をしておらず かつ

当審第１回口頭弁論期日において，Ａの運転上の過失について主張する事

情は，過失相殺事由として主張するものではない旨明言し，第２回口頭弁

論期日においても，裁判長から予備的なものも含めて過失相殺を主張しな

， 。いということでよいのか再度確認されながら 主張しない旨明言している
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そして，控訴人らも，被控訴人東日本高速道路については，国家賠償法２

条１項の責任が認められれば過失相殺を検討する必要がなくなることを前

提に，原審及び当審において主張・立証を行っていると認められる（控訴

人ら平成１９年９月１１日付け控訴理由書４１頁 。）

民法７２２条２項の規定による過失相殺については，賠償義務者から過

失相殺の主張なくとも，裁判所は訴訟にあらわれた資料に基づき被害者に

過失があると認めるべき場合には，損害賠償額を定めるに当たり，職権を

もってこれをしんしゃくすることができる（最高裁判所昭和４１年６月２

１日判決・民集２０巻５号１０７８頁参照）が，上記認定の本件訴訟の経

過にかんがみれば，被控訴人東日本高速道路との関係では，過失相殺を行

って損害額を減額するのは相当でない。

よって，被控訴人Ｙと被控訴人東日本高速道路は，控訴人らに対して共

同不法行為者として，控訴人らが被った損害につき連帯して賠償すべき義

務を負うべきであるが，被控訴人東日本高速道路との関係では過失相殺を

， ， ，行わないことから 認定された損害額に関し 被控訴人東日本高速道路は

過失相殺後の損害額については被控訴人Ｙと連帯して，これを超える損害

額については単独で，賠償義務を負うこととなる。

８ 控訴人Ｘ１について

( ) Ａから相続した損害賠償額1

ア 被控訴人Ｙに対するもの ２４３４万３１４２円

× ＝ （小数点以下切上げ）48,686,283 0.5 24,343,142

イ 被控訴人東日本高速道路に対するもの ３４７７万５９１７円

69,551,834 0.5 34,775,917× ＝

( ) 固有の損害2

ア 控訴人Ｘ１は，Ａから相続した損害賠償額に加えて，被控訴人らに対

して，固有の損害賠償請求権を有するところ，本件事故によって控訴人



- 18 -

Ｘ１が被った固有の損害は，葬儀関係費が１５０万円，固有の慰謝料が

１００万円と認められる。その理由は，原判決書２９頁２５行目冒頭か

ら３０頁１８行目末尾までに記載のとおりであるからこれを引用する。

イ 被控訴人Ｙに対するもの １７５万円

固有損害合計２５０万円につき，Ａは，控訴人Ｘ１の子であり，控訴

人Ｘ１と身分上，生活関係上一体をなすとみられる関係にあるから，控

訴人Ｘ１の損害賠償請求に当たり Ａの事情を考慮することができる(最，

高裁判所昭和５１年３月２５日判決・民集３０巻２号１６０頁参照)。

Ａに３割の過失があることは前記のとおりであるから，これを被害者

側の過失として，過失相殺の法理を適用して，控訴人Ｘ１固有の損害額

全体に対して３割の減額を認めるのが相当である。

そうすると，控訴人Ｘ１固有の損害に対して３割を減額すると，控訴

人Ｘ１の損害は１７５万円となる。

ウ 被控訴人東日本高速道路に対するもの ２５０万円

前記のとおり，被控訴人東日本高速道路との関係では，Ａについても

そもそも過失相殺すべきではないから，損害額２５０万円がそのまま請

求額となる。

( ) 以上によれば，控訴人Ｘ１については，①被控訴人Ｙとの関係での損害3

賠償額は２６０９万３１４２円，②被控訴人東日本高速道路との関係での

損害賠償額は３７２７万５９１７円となる。前記前提事実のとおり，控訴

人Ｘ１に対しては，平成１４年１１月１５日に損害賠償金として既に１５

００万４９５０円が支払われているので，これを本件事故日から平成１４

年１１月１５日まで（４０４日間）に発生した遅延損害金に充当すると，

損害賠償金元金は，①被控訴人Ｙとの関係では１２５３万２２５０円，②

被控訴人東日本高速道路との関係では２４３３万３９０８円となる。

－（ － × × ／ ）26,093,142 15,004,950 26,093,142 0.05 404 365
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＝ （被控訴人Ｙ分）12,532,250

－（ － × × ／ ）37,275,917 15,004,950 37,275,917 0.05 404 365

＝ （被控訴人東日本高速道路分）24,333,908

( ) 弁護士費用4

本件事案の内容，訴訟手続の経過にかんがみると，本件事故と相当因果

関係に立つ弁護士費用は，認容額の約１０％に当たる①被控訴人Ｙとの関

係では１２０万円，②被控訴人東日本高速道路との関係では２４０万円が

相当である。

( ) まとめ5

以上によれば，被控訴人Ｙは，控訴人Ｘ１に対し，損害賠償金１３７３

万２２５０円及びこれに対する平成１４年１１月１６日から支払済みまで

民法所定年５分の割合による遅延損害金の，被控訴人東日本高速道路は，

控訴人Ｘ１に対し，損害賠償金２６７３万３９０８円及びこれに対する平

成１４年１１月１６日から支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延

損害金の，それぞれ支払義務を負い，上記被控訴人Ｙの支払額の限度で両

債務は連帯債務の関係に立つ。

９ 控訴人Ｘ２について

( ) Ａから相続した損害賠償額1

ア 被控訴人Ｙに対するもの ２４３４万３１４１円

× ＝ （小数点以下切捨て）48,686,283 0.5 24,343,141

イ 被控訴人東日本高速道路に対するもの ３４７７万５９１７円

69,551,834 0.5 34,775,917× ＝

( ) 固有の損害2

ア 控訴人Ｘ２は，Ａから相続した損害賠償額に加えて，被控訴人らに対

して，固有の損害賠償請求権を有するところ，本件事故によって子を失

ったことを考慮すると，控訴人Ｘ２の固有の慰謝料としては１００万円
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が相当である。

イ 被控訴人Ｙに対するもの ７０万円

固有損害１００万円につき，Ａは，控訴人Ｘ２の子であり，控訴人Ｘ

２と身分上，生活関係上一体をなすとみられる関係にあるから，控訴人

Ｘ１の場合と同様，控訴人Ｘ２の損害賠償請求に当たっても，Ａの事情

を考慮することができる

Ａに３割の過失があることは前記のとおりであるから，これを被害者

側の過失として，過失相殺の法理を適用して，控訴人Ｘ２固有の損害額

に対して３割の減額を認めるのが相当である。

そうすると，控訴人Ｘ２の損害に対して３割を減額すると，控訴人Ｘ

２の損害は７０万円となる。

ウ 被控訴人東日本高速道路に対するもの １００万円

前記のとおり，被控訴人東日本高速道路との関係では，Ａについても

そもそも過失相殺すべきではないから，損害額１００万円がそのまま請

求額となる。

( ) 以上によれば，控訴人Ｘ２については，①被控訴人Ｙとの関係での損害3

賠償額は２５０４万３１４１円，②被控訴人東日本高速道路との関係での

損害賠償額は３５７７万５９１７円となる。前記前提事実のとおり，控訴

人Ｘ２に対しては，平成１４年１１月１５日に損害賠償金として既に１５

００万円が支払われているので，これを本件事故日から平成１４年１１月

１５日まで（４０４日間）に発生した遅延損害金に充当すると，損害賠償

金元金は，①被控訴人Ｙとの関係では１１４２万９０９０円，②被控訴人

東日本高速道路との関係では２２７５万５８４４円となる。

－（ － × × ／ ）25,043,141 15,000,000 25,043,141 0.05 404 365

＝ （被控訴人Ｙ分）11,429,090

－（ － × × ／ ）35,775,917 15,000,000 35,775,917 0.05 404 365
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＝ （被控訴人東日本高速道路分）22,755,844

( ) 弁護士費用4

本件事案の内容，訴訟手続の経過にかんがみると，本件事故と相当因果

関係に立つ弁護士費用は，認容額の約１０％に当たる①被控訴人Ｙとの関

係では１１０万円，②被控訴人東日本高速道路との関係では２２０万円が

相当である。

( ) まとめ5

以上によれば，被控訴人Ｙは，控訴人Ｘ２に対し，損害賠償金１２５２

万９０９０円及びこれに対する平成１４年１１月１６日から支払済みまで

民法所定年５分の割合による遅延損害金の，被控訴人東日本高速道路は，

控訴人Ｘ２に対し，損害賠償金２４９５万５８４４円及びこれに対する平

成１４年１１月１６日から支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延

損害金の，それぞれ支払義務を負い，上記被控訴人Ｙの支払額の限度で両

債務は連帯債務の関係に立つ。

よって，主文のとおり判決する。10

札幌高等裁判所第２民事部

裁判長裁判官 末 永 進

裁判官 住 友 隆 行

裁判官千葉和則は，転補のため署名押印できない。

裁判長裁判官 末 永 進
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